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（提案理由） 

今期、議員定数の件に関しては、議会運営委員会の中で多くの時間を

かけて議論してきた。その議論の経過で、議員定数に関する市民アンケ

ート及び、直接市民の皆様の御意見を伺う市民意見の聴取会を実施し、

その結果、多くの市民の皆様が、議員定数を削減すべきとの意識がある

ことがわかった。 

そうした経過も踏まえ、議論を重ねたが、残念ながら議員定数を削減

すべきとの合意には至らなかった。 

そこで改めて、今期の議員定数に関するさまざまな取り組みや議論を

総合的に判断し、現行の条例定数を２名削減することを提案するもので

ある。 



 

   鎌倉市議会議員定数条例の一部を改正する条例  

鎌倉市議会議員定数条例（平成14年10月条例第13号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「26人」を「24人」に改める。 

付 則 

この条例は、次の一般選挙から施行する。 

 


